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新
た
な
単
木
保
護
資
材
の
展
示

現
在
、
国
有
林
・
民
有
林
を
問
わ
ず
、
多
く
の
箇
所
で
シ
カ
や
ノ
ウ

サ
ギ
等
に
よ
る
被
害
が
発
生
し
、
健
全
な
森
林
造
成
が
難
し
く
な
っ
て

い
ま
す
。
こ
の
た
め
、
被
害
の
防
護
法
の
一
つ
と
し
て
、
植
裁
木
を
食

害
か
ら
守
る
単
木
保
護
資
材
（
い
わ
ゆ
る
「
ツ
リ
ー
シ
ェ
ル
タ
ー
」）
が

使
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

単
木
保
護
資
材
は
、
５
～

年
程
度
で
生
分
解
す
る
も
の
や
、
コ
ス

10

ト
が
安
く
施
工
性
が
高
い
シ
ー
ト
状
の
も
の
等
、
色
々
な
種
類
が
販
売

さ
れ
て
い
ま
す
。

当
セ
ン
タ
ー
で
は
、
こ
れ
ら
の
単
木
保
護
資
材
や
当
セ
ン
タ
ー
で
開

発
し
て
い
る
生
分
解
性
シ
ー
ト
の
資
材
に
つ
い
て
、
そ
の
耐
久
性
や
苗

木
成
長
へ
の
影
響
調
査
等
を
始
め
て
お
り
、
ま
た
、
様
々
な
単
木
保
護

資
材
を
広
く
知
っ
て
も
ら
う
た
め
、
四
国
森
林
管
理
局
正
面
玄
関
横
に

展
示
コ
ー
ナ
ー
を
設
置
し
ま
し
た
。

新
た
に
開
発
さ
れ
た
単
木
保
護
資
材
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
来
局
さ
れ

る
際
に
は
是
非
、
参
考
に
見
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

ノ
ウ
サ
ギ
被
害
の
軽
減

策
と
し
て
、
製
作
し
た
「
ノ

ウ
サ
ギ
捕
獲
の
た
め
の
く

く
り
ワ
ナ
の
仕
掛
け
方
」

をY
outube

へ
公
開
し
ま

し
た
。

https://w
w

w
.youtube.com

/
w

atch?v=7H
H

D
l3w

oLiU

単木保護資材展示コーナー

令和２年７月２９日

◆

「
国
有
林
野
事
業

技
術
開
発
総
合
ポ
ー

タ
ル
サ
イ
ト
」
の
公

開
に
つ
い
て

林
野
庁
は
、
令
和
２
年
６
月
20

日
か
ら
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内
に
、
各

森
林
管
理
局
に
お
け
る
既
存
の
技

術
開
発
成
果
を
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化

し
た
「
国
有
林
野
事
業
技
術
開
発

総
合
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
」
を
公
開

し
て
ま
す
。

こ
れ
は
、
森
林
の
公
益
的
機
能

の
発
揮
に
対
す
る
国
民
の
要
請
に

対
応
し
つ
つ
、
民
有
林
経
営
へ
の

普
及
を
念
頭
に
置
い
た
林
業
の
低

コ
ス
ト
化
等
に
向
け
た
技
術
開
発

に
、
産
学
官
連
携
の
下
で
取
り
組

ん
で
き
た
技
術
開
発
の
成
果
を
、

国
有
林
野
の
管
理
経
営
に
役
立
て

る
と
と
も
に
、
こ
う
し
た
取
組
に

関
す
る
情
報
を
広
く
発
信
す
る
た

め
、
林
野
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内
に
、

「
国
有
林
野
事
業
技
術
開
発
総
合

ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
」
を
公
開
す
る

こ
と
と
し
ま
し
た
。

http://w
w

w
.rinya.m

aff.go.jp/j/gyo
um

u/gijutu/portal/index.htm
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森
林
資
源
の
循
環
利
用
に
向
け
て
、

主
伐
・
再
造
林
の
推
進
、
多
様
な
造

林
樹
種
の
植
栽
に
取
り
組
ん
で
い
ま

す
。ノ

ウ
サ
ギ
の
食
害
の
防
除
に
つ
い

て
は
、
昭
和

年
代
か
ら

年
代
に

40

50

か
け
て
防
除
方
法
等
研
究
が
な
さ
れ

た
も
の
の
、
昭
和

年
代
に
は
そ
の

50

被
害
が
収
束
し
た
こ
と
か
ら
、
そ
れ

以
降
の
防
除
等
に
関
す
る
技
術
や
知

見
が
ほ
と
ん
ど
な
い
状
態
で
す
。

ま
た
、
最
近
に
な
っ
て
再
造
林
の

樹
種
と
し
て
期
待
さ
れ
て
い
る
早
生

樹
の
コ
ウ
ヨ
ウ
ザ
ン
に
つ
い
て
、
ノ

ウ
サ
ギ
の
食
害
が
あ
る
と
報
告
が
あ

り
、
早
急
な
対
策
が
求
め
ら
れ
て
い

る
と
こ
ろ
で
す
。

こ
の
た
め
本
事
業
で
は
、
省
力
的

な
ノ
ウ
サ
ギ
等
被
害
対
策
の
確
立
を

目
指
し
、
今
後
の
捕
獲
や
防
除
等
被

害
対
策
に
活
か
し
て
い
く
た
め
に
、

各
署
等
の
新
植
地
に
調
査
用
プ
ロ
ッ

ト
を
設
置
し
、
糞
粒
法
に
よ
る
生
息

密
度
調
査
及
び
被
害
状
況
調
査
を
実

施
す
る
予
定
で
す
。

委
託
調
査
箇
所

香
川
森
林
管
理
事
務
所
管
内

下
福
家
山

に
１
林
小
班

58

愛
媛
森
林
管
理
署
管
内

小
田
深
山

に

林
小
班

65

12

四
万
十
森
林
管
理
署
管
内

地
蔵
平
山

い
３
林
小
班

206


